
平成２９年度 清瀬市立清瀬第七小学校  学校だより          

 七つ星 
 

 

11 月はふれあい月間です 
生活指導主任 小林雄太 

 

先日は運動会、清瀬教育の日の学校公開のために、たくさんの保護者、地域の方々に御来校いた

だきありがとうございました。運動会当日はあいにくの空模様で、開会時刻やプログラムの変更を

行わなければならず、皆様には御迷惑をおかけしたと思います。気温は低かったものの、子供たち

は演技や競技を一生懸命がんばりました。高学年は係の活動にも取り組みました。それぞれが練習

の成果を発揮し、達成感や充実感を味わうことができたのではないかと思います。 

さて、11 月は「ふれあい月間」です。いじめや不登校、犯罪・非行等の問題行動の未然防止や

その対応にかかる取り組みの充実を図ることを目的としています。本校では、ふれあい月間に「だ

れでも教育相談週間」の設定や、代表委員会による「あいさつ運動」、生活やいじめに関する「児

童アンケート調査」などを実施します。 

新聞やテレビでは、いじめや不登校に関する様々なニュースが飛び交っています。人権を無視し、

人の命を奪ういじめは根絶しなければなりません。 

 

やさしさは、想像力でひろがる 

 

どんな気持ちかな 空が飛べたら 雨のしずくになったら 魚になったら  

月になったら うさぎになったら 

いじわるされたら どんな気持ちかな 

ひとりぼっちって どんな気持ちかな 

想像してみよう いろんな気持ち 

ゆめも やさしさも 想像力からうまれる 

AC ジャパン CMより 

 

楽しそうなアニメーションから始まり、いじめについて考えさせる CMです。非常に短い CMで

すが、とても印象に残っています。「相手はどんな気持ちになっているだろう。自分がされたらど

うだろう」と想像してみることが、いじめをなくしていく一歩なのではないかと思います。 

ふれあい月間に、御家庭でも「思いやり」や「いじめ」について話題にしていただければと思い

ます。すべての子供たちが健やかに成長できるよう、学校、保護者、地域が連携し、いじめや不登

校について取り組んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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１１月の主な行事予定 

 

 
 

 

 

【お知らせ】 

◎だれでも教育相談週間について 11月 6 日(月)～10日(金) 

通常は、スクールカウンセラーの高橋先生が来校する金曜日が教育相談の日になっていますが、

『だれでも教育相談週間』では七小の教職員が相談担当として中休みに七色ルームにて教育相談

を行います。 

対象は児童です。相談をしたい人は七色ルーム前にあるポストに予約表を入れてください。予

約が入っていない日は、自由に来室できます。 

 

◎土曜授業について 

11 月 25 日(土)の展覧会保護者鑑賞日当日は、授業参観は行いません。     

公開は展覧会会場のみとなります。 
12 月９日（土）を授業公開ありとし、そのあと保護者会とします。 

日    月   火   水 木 金   土 

   １ 

全校読書 

午前授業 

２ 
安全指導 

個人面談（け・ひ） 

教育実習終 

３ 

文化の日 

４ 

 

５ ６ 
全校朝会 
原爆先生（6） 
５時間授業（１～４） 

委員会活動 

 

 

７ 
避難訓練（不審者） 

個人面談(けひ) 

 

８ 

全校読書 

就学時健診 

午前授業 

９ 
個人面談(けひ) 

 

１０ 
個人面談(けひ) 
社会科見学（３） 

１１ 

私の体験主

張発表会 

（けやきホール） 

10:00～12:00 

 

１２ 
総合 

防災 

訓練 

(七小) 

10:00～ 

１３ 

 

１４ 
個人面談(けひ) 

 

１５ 

全校読書 

クラブ活動 

１６ 
個人面談(けひ) 

ロング昼休み 
展覧会会場作り（5） 

５時間授業(１～４・６) 

１７ 

 

１８ 

 

 

 

 

 

１９ 

 

２０ 

 

展覧会準備 

２１ 
 

２２ 

全校読書 

２３ 

勤労感謝の日 

２４ 

展覧会 
（児童鑑賞日） 

２５ 

展覧会 
(保護者鑑賞日) 

授業日 
(公開無し) 

 

２６ ２７ 

 

展覧会片付け 

２８ ２９ 

全校読書 

３０ 
音楽鑑賞教室(５) 

(けやきホール) 

清特学習発表会

(けひ) 

12/1 
美しい日本語の

話し方教室（6） 

12/2 

 

 

 

 

 

だれでも教育相談週間 

 


